
【平成２１年４月現在】 

HITWaveサービス品目一覧(1/5) 
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

カテゴリ インターネット接続サービス 
サービス名 ブロードバンド接続サービス 固定 IPサービス ダイヤルアップ接続サービス 

１．サービス概要 NTT 東西が提供する各種フレッツサービスと組み合わせて、ご利用いただく
サービスです。 

お客様の端末に固定の IPを割り振り、HITWaveサービスとの間を NTT東西
が提供する各種フレッツサービスを使用して IPプロトコルで接続します。 

お客様の端末とHITWaveサービスとの間を電話回線もしくは ISDN回線を使
用して IPプロトコルで接続します。 

２．提供品目  
品 目 内 容 備 考 

ﾌﾚｯﾂ･ISDN NTT 東西が提供するﾌﾚｯﾂ ISDN
ｻｰﾋﾞｽと組み合わせて、ご利用い

ただくｻｰﾋﾞｽです。 
ﾌﾚｯﾂ･ADSL NTT 東西が提供するﾌﾚｯﾂ ADSL

ｻｰﾋﾞｽと組み合わせて、ご利用い

ただくｻｰﾋﾞｽです。 
光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 
光ﾈｸｽﾄﾏﾝｼｮﾝ 
B ﾌﾚｯﾂﾌｧﾐﾘｰ 
B ﾌﾚｯﾂﾏﾝｼｮﾝ 

B ﾌﾚｯﾂﾍﾞｰｼｯｸ 

NTT 東西が提供する B ﾌﾚｯﾂｻｰﾋﾞ
ｽと組み合わせて、ご利用いただ

くｻｰﾋﾞｽです。 

１契約に付き 
１メールアカウント

添付 

 

 
品 目 内 容 備 考 

ﾌﾚｯﾂ ISDN 1 IP 付与個数: 1個 

ﾌﾚｯﾂ ISDN 8 IP 

NTT東西が提供するﾌﾚｯﾂ ISDN
ｻｰﾋﾞｽと組み合わせて、固定の

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾄﾞﾚｽを付与するｻｰﾋﾞｽ

です。 
付与個数: 8個 

ﾌﾚｯﾂ ADSL 1 IP 付与個数: 1個 
ﾌﾚｯﾂ ADSL 8 IP 付与個数: 8個 

ﾌﾚｯﾂ ADSL 16 IP 

NTT 東西が提供する ﾌﾚ ｯ ﾂ

ADSL ｻｰﾋﾞｽと組み合わせて、
固定のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾄﾞﾚｽを付与する

ｻｰﾋﾞｽです。 付与個数:16個 

B ﾌﾚｯﾂ（ﾌｧﾐﾘｰ 100）1 IP 付与個数: 1個 
B ﾌﾚｯﾂ（ﾌｧﾐﾘｰ 100）8 IP 付与個数: 8個 
B ﾌﾚｯﾂ（ﾏﾝｼｮﾝ）1 IP 付与個数: 1個 
B ﾌﾚｯﾂ（ﾏﾝｼｮﾝ）8 IP 付与個数: 8個 
光ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（ﾌｧﾐﾘｰ）1 IP 付与個数: 1個 
光ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（ﾌｧﾐﾘｰ）8 IP 付与個数: 8個 
光ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（ﾏﾝｼｮﾝ）1 IP 付与個数: 1個 
光ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（ﾏﾝｼｮﾝ）8 IP 付与個数: 8個 
B ﾌﾚｯﾂ（ﾍﾞｰｼｯｸ）1 IP 付与個数: 1個 
B ﾌﾚｯﾂ（ﾍﾞｰｼｯｸ）8 IP 

NTT 東西が提供する B ﾌﾚｯﾂｻｰ
ﾋﾞｽと組み合わせて、固定のｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙｱﾄﾞﾚｽを付与するｻｰﾋﾞｽです。 

付与個数: 8個  

 
品 目 内 容 備 考 

標準 お客さまの端末とHITWaveサー
ビスとの間を電話回線もしくは

ISDN 回線を使用して IP プロト
コルで接続します。 

１契約に付き１メー

ルアカウント添付 
 

３．サービスの制限 (1)利用契約ごとに接続用のアカウント及びパスワードを定めます。 

(2)利用契約ごとに１つの電子メールアカウント及び電子メールパスワードを

定めます。 

(3)契約者は、第 1項のアカウント、前項の電子メールアカウント以外を使用

してブロードバンド接続サービスを利用することはできません。 

(4)メールスプールは300Mバイトまでとします。 

(5) 契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサー

バを設置し、またはファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動し

て使用する等、HIT Waveサービスで提供しうる通信帯域を当該契約者だ
けで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、

他の契約者の通信に著しく支障を生じさせた場合は、通信速度を規制する

措置を講ずる場合があります。 

(1)利用契約ごとに接続用のアカウント及びパスワードを定めます。 
(2)契約者は、第 1項のアカウント以外を使用して固定ＩＰサービスを利用す

ることはできません。 

 

(1)利用契約ごとに接続用のアカウント及びパスワードを定めます。 
(2)利用契約ごとに１つの電子メールアカウント及び電子メールパスワードを

定めます。 
(3)契約者は、第 1 項のアカウント、前項の電子メールアカウント以外を使用
してダイヤルアップ接続サービスを利用することはできません。 

(4)メールスプールは300Mバイトまでとします。 

 

４．利用停止 (1)ブロードバンド接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてブロードバンド接続サービスを利用したと

き。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)固定 IPサービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様において固定 IPサービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスおよびの制限契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてダイヤルアップ接続サービスを利用したと

き。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 
例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 

５．最低利用期間 
６ヶ月 １年間 ６ヶ月 １年間 ６ヶ月 １年間 

 

 



【平成２１年３月現在】 

HITWaveサービス品目一覧(2/5) 
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

カテゴリ インターネット接続サービス ホスティングサービス 
サービス名 モバイル接続サービス サーバレンタルサービス セットメニュー 

１．サービス概要 NTTドコモならびにWILLCOMが提供するモバイルサービスを組み合わせて
ご利用いただくサービスです。 

ホームページ掲載用のディスクスペースをレンタルします。 ドメイン運用サービス、バーチャルＷｅｂサービス、メール追加サービスを組

み合わせたサービスです。 

２．提供品目  
品 目 内 容 備 考 

FOMA NTT ドコモが提供する「FOMA」ｻｰﾋﾞｽ
を組み合わせてご利用いただくｻｰﾋﾞｽです。 ----- 

AIR-EDGE WILLCOMが提供する「AIR-EDGE」ｻｰ
ﾋﾞｽを組み合わせてご利用いただくｻｰﾋﾞｽ

です。 
----- 

 

 
品目 内容 備考 

ﾊﾞｰﾁｬﾙWebｻｰﾋﾞｽ 200 ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｽ:200M 

ﾊﾞｰﾁｬﾙWebｻｰﾋﾞｽ 500 

契約者オリジナルのドメインを

使ったホームページ掲載用のディ

スクスペースをレンタルにて提供

します。 
ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｽ:500M 

 

 
品 目 内 容 備 考 

ﾊﾞｰﾁｬﾙｾｯﾄ 
（ﾗｲﾄ） 

･ﾒｰﾙの数:20個 
･ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｽ:200M 

ﾊﾞｰﾁｬﾙｾｯﾄ 
（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 

ドメイン運用サービス、バーチャルＷ

ｅｂサービス、メール追加サービスを

組み合わせたサービスです。 ･ﾒｰﾙの数:無制限 
･ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｽ:5G  

３．サービスの制限 (1)利用契約ごとに接続用のアカウント及びパスワードを定めます。 
(2)契約者は、第 1項のアカウント以外を使用してモバイル接続サービスを利

用することはできません。 

(3)契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサー

バを設置し、またはファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動し

て使用する等、HIT Waveサービスで提供しうる通信帯域を当該契約者だ
けで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、

他の契約者の通信に著しく支障を生じさせた場合は、通信速度を規制する

措置を講ずる場合があります。 

(1)利用契約ごとに指定のディスクスペースを割り当てます。 

(2)利用契約ごとにサーバ接続用のアカウント及びパスワードを定めます。 

(3)契約者は、当社が認める利用方法以外でサーバレンタルサービスを利用す

ることはできません。 

(1)サーバレンタルサービス及びメール追加サービス及びドメイン取得・運用

サービスに係る規定に従うものとします。 
(2)バーチャルセット（プレミアム）を利用した再販行為について 

当社として一切の責任を負うことは出来ませんが、お客さまの責任の 
範囲でご利用頂く分には制限を行っておりません。また、そのディスク 
スペース内で起きた紛争・トラブルについては当社は一切関知致しません。 

４．利用停止 (1)モバイル接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてモバイル接続サービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)サーバレンタルサービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてサーバレンタルサービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)セットメニュー契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてセットメニューを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 
例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 

５．最低利用期間 
６ヶ月 １年間 ６ヶ月 １年間 １年間 １年間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【平成２１年３月現在】 

HITWaveサービス品目一覧(3/5) 
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

カテゴリ ホスティングサービス 
サービス名 サーバ認証取得代行サービス メール追加サービス ドメイン取得・運用サービス 

１．サービス概要 暗号化とデジタル証明書取得事務代行を行います。 
日本ベリサイン社、またはグローバルサイン社が提供する暗号化サービス、及

びデジタル証明書取得の事務代行を行います。 

メールの追加（ウイルスチェックを含む）を行います。 (1)ドメイン取得に係る事務代行ならびにドメインの維持・管理。 
(2)他プロバイダからのドメイン移行を支援。 

２．提供品目   

品目 内容 備考 
ﾒｰﾙ追加ｻｰﾋﾞｽ ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄを 1 ｱﾄﾞﾚｽ毎、追加提供し

ます。 ----- 

ﾒｰﾙﾊﾟｯｸ 20 ﾒｰﾙ追加ｻｰﾋﾞｽを20個ｾｯﾄにしたｻｰﾋﾞ
ｽです。 ----- 

ﾒｰﾙﾊﾟｯｸ 50 ﾒｰﾙ追加ｻｰﾋﾞｽを50個ｾｯﾄにしたｻｰﾋﾞ
ｽです。 ----- 

 

 

３．サービスの制限 日本ベリサイン社、またはグローバルサイン社が定める制限に準じます。 (1)利用契約ごとに１つまたは複数の電子メールアカウント及び電子メールパ

スワードを定めます。 

(2)契約者は、前項の電子メールアカウント以外を使用してメール追加サービ

スを利用することはできません。 

(3)メールスプールは300Mバイトまでとします。 

 

契約約款の規定に従うものとします。 

４．利用停止 (1)サーバ認証取得代行サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてサーバ認証取得代行サービスを利用したと

き。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)メール追加サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3) 上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様において メール追加サービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1)ドメイン取得・運用サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3)上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてオプションサービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 
５．最低利用期間 

----- １年間 ６ヶ月 １年間 １年間 １年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【平成２１年３月現在】 

HITWaveサービス品目一覧(4/5) 
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

カテゴリ アプリケーションサービス 
サービス名 携帯伝言メモサービス 新着らくらく更新サービス ウイルスバスター月額版サービス 

１．サービス概要 携帯電話と連動した伝言サービスを提供します。 ホームページの新着情報を簡単に更新できる仕組みを提供します。 トレンドマイクロ社のウイルスバスターを月額料金で提供します。 

２．提供品目    

３．サービスの制限 (1)利用契約ごとに１つまたは複数のアカウントを定めます。 

(2)契約者は、前項のアカウント以外を使用して携帯伝言メモサービスを利用

することはできません。 

 

(1)利用契約ごとに１つまたは複数のアカウントを定めます。 

(2)契約者は、前項のアカウント以外を使用して新着らくらく更新サービスを

利用することはできません。 

 

(1)利用契約ごとに１つまたは複数のアカウントを定めます。 

(2)契約者は、前項のアカウント以外を使用してウイルスバスター月額版サー

ビスを利用することはできません。 

 
４．利用停止 (1) 携帯伝言メモサービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 

(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3) 上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様において携帯伝言メモサービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1) 新着らくらく更新サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3) 上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様において新着らくらく更新サービスを利用したとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 

(1) ウイルスバスター月額版サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。 
(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3) 上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重

大な支障を与える態様においてウイルスバスター月額版サービスを利用し

たとき。 
(5)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(6)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 
例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 例月払い 一括払い 

５．最低利用期間 
６ヶ月 １年間 ６ヶ月 １年間 ６ヶ月 ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



【平成２１年３月現在】 

HITWaveサービス品目一覧(5/5) 
北陸コンピュータ・サービス株式会社 

 

 

 

カテゴリ コンテンツサービス 
サービス名 ホームページ月額メンテナンス 

１．サービス概要 ホームページを決められた範囲内で定期的にメンテナンスします 

２．提供品目  
品目 項目 内容 

ホームページ月額メンテナンス

（ライト） 

文字修正 

PDF差換 

写真入換 

3画面300文字迄 

3ファイル迄 

3枚迄  

３．サービスの制限 翌月に作業内容の繰越はできません 

 
４．利用停止 (1) ホームページ定期更新契約上の債務の支払を怠ったとき。 

(2)契約約款第１９条【契約者の義務】の規定に違反したとき。 
(3) 上記「サービスの制限」の規定に違反したとき。 
(4)契約約款第１５条【契約者の地位の承継】第５項に該当するとき。 
(5)契約約款第１７条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】第

３項の各号に該当するとき。 
例月払い 

５．最低利用期間 3ヶ月 


